
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
九
十
一
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年

労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣

労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
四

第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
一

号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

労
働
者
派
遣
を
行
う
に
当
た
り
、
対
象
と
な
る
派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
の
形
成
を
念
頭
に
置
い
て
派
遣
先
の
業

務
を
選
定
す
る
旨
を
明
示
的
に
記
載
し
た
手
引
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

二

そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
派
遣
労
働
者
が
利
用
で
き
る
、
派
遣
労
働
者
の
職
業
生
活
の
設
計
に
関
す
る
相
談
窓
口
を

設
け
て
い
る
こ
と
。

三

前
号
の
相
談
窓
口
に
、
キ
ャ
リ
ア
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
労
働
者
の
職
業
生
活
の
設
計
に
関
す
る
相
談
そ
の
他



の
援
助
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
の
知
見
を
有
す
る
担
当
者
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

四

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八

十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
教
育
訓
練
の
実
施
計
画
（
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

イ

実
施
す
る
教
育
訓
練
が
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
派
遣
労
働
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

実
施
す
る
教
育
訓
練
が
有
給
か
つ
無
償
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ

実
施
す
る
教
育
訓
練
が
派
遣
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
資
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
す
る
に
当
た
り
実
施
す
る
教
育
訓
練
が
含
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
期
雇
用
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
は
、
長
期
的
な

キ
ャ
リ
ア
の
形
成
を
念
頭
に
置
い
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。


